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◇会長　根岸　良行　
◇幹事　長沼　　章

◇クラブ会報委員会／委員長 矢部　一臣／副委員長 飯塚　能成
／委　員 星野　栄一・木村　真純・清水由紀夫
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会長テーマ【 想いやる心を持とう　】

会 

報�

会 

報�

1

œ司　会／星野栄一SAA

œ点　鐘／19時00分　根岸良行会長

œソング／それでこそロータリー

œゲスト／皆川幸夫様（本庄警察署交通課長・

埼玉県警部）

竹中俊吾様（本庄RCパスト会長）

武井包光様（本庄RC）

下山正男様（本庄RC）

岡芹正美様（本庄RC）

RRRRR RRRRRRRRRRR RRRRR RRRRRRRRRRR

根岸良行会長

本日はお客様の紹介を致します。

埼玉県本庄警察署交通課長・皆川幸

夫様、本庄ロータリークラブより竹

中俊吾様、武井包光様、下山正男様、

岡芹正美様がお見えになっておられ

ます。皆川交通課長様には日頃交通、地域安全の

ためにご尽力頂き心より感謝申し上げます。後ほ

ど卓話をお願いしてございます。宜しくお願い申

し上げます。また本庄ロータリークラブの皆様方

にはいつも当クラブをお世話頂き誠に有難うござ

います。後ほどご挨拶を頂きたいと思います。

ここ数日真夏が戻って来たような暑さが続きま

す。これは大型の台風が日本海を通過したことに

よるフェーン現象が原因との事です。虫の声も忘

れてしまいそうな毎日です。

先日の9月13日社会奉仕部門セミナーが坂戸グ

ランドホテルにて開催され、浅田ガバナー補佐、

服部社会奉仕委員長と共に出席して参りました。

テーマは「企業と環境」と言う事で関東三洋セミ

コンダクターズ株式会社の飯塚孝徳先生、石川靖

夫先生の講演がありました。最新の技術を使った

企業の環境保全活動を行う会社との事ですが、何

分費用も掛かる事ですので、企業によっては実現

が難しいとも感じました。国際標準化機構「ＩＳ

Ｏ」と言う制度が有りまして参加致しますと埼玉

県中小企業振興公社に指導をして頂くとの事です。

尚、次週の23日は秋分の日に当たるため公式休

会となります。9月30日は親睦例会となります。

ご出席下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

長沼　章幹事

アイバンク15周年式典の出席依

頼がガバナーよりきております。

日時　10月11日(土)午後2時

場所　浦和ロイヤルパインズホテル

さいたまユネスコ協会(本多隆会

長)よりネパール視察訪問CDが届いておりますの

で、ご覧になりたい方は事務局までお問い合せ下

さい。

竹中俊吾本庄RCパスト会長

今晩は、本庄ロータリークラブの

竹中です。いつも、お世話になりま

す。6人でお邪魔する予定でしたが、

4人で参りました。今晩は、親しくお

付き合い、よろしくお願い致します。

◇浅田　進第4グループガバナー補佐

9月13日開催の社会奉仕部門セ

ミナー「ＩＳＯ 14000 につい

て」講演要旨を紹介させて頂きます。

なお、詳細は委員会でビデオ作成の

予定です。

ＩＳＯとはInernational Organization For

Standardization・国際標準機構（1947年設立

本部　スイス　ジュネーブ）ＩＳＯ14000組織が、
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環境に関する方針や目的等を自ら設定し環境保全

活動を確実に進めるための、マネジメントの国際

規格です。

そして、大よそ次のような事です。

1  審査に合格して儲かれば良い。

2  メリット

-1 見積り資格：親企業が取得していると必要に

なる。

-2 営業競争優位：技術競争力。

-3 廃棄物の問題：ビジネスチャンス。

-4 組織が活性化する：従業員が元気になり　安

定した利益が出る。

3  導入にはＴＯＰの決断と継続的改善が前提。

4  従業員が主役でコンサルタントは脇役。

5 細かく工程分析しマニュアル化しそれを皆が実

行する。

6 従業員にマニュアルを守って作業する事で利益

が出る事を徹底的に信じさせる。

7  策定には費用が掛かる　それだけに覚悟が必要。

◇星野　栄一ＳＡＡ

10周年記念でお世話になった

デール・ハリソン君がタイの里親に

なっている子供達の医療等のために

カレンダーを作りました。収益は子

供達の病気の治療等のために使われ

ます。一部1,000円ですので、お知り合いの方に

お話頂いて応援したいと思います。

◇山田勝治広報・雑誌・ロータリー情報委員長

卓話に先立ち、本庄市と上里町の

交通の安全を陣頭で指揮を執る埼玉

県本庄警察署交通課長の埼玉県警部

皆川幸夫様を紹介します。

出身地　山形県長井市

拝　命　昭和41年4月

初任地　越谷署

本庄署赴任　平成14年9月

警察に入ったきっかけは、「強気を挫き、弱きを

助ける。」が常に心にあり、何か仕事で人に役立ち

たいとの思い。とのことです。

皆川幸夫様の今後の活躍を期待する次第です．

皆川幸夫本庄警察交通課長　

1 埼玉県内の交通事故の状況

今年の冷夏による北海道への観光客減少という

こともあるのか、交通事故の死者

数が例年、全国ワースト1の北海

道を埼玉県が越して多くなってし

まいました。そこで、県では、9月

11日から、秋の交通安全運動を前

倒しして実施しています。

2 本庄警察署管内の交通事故の状況

（1）特徴

低速で走っている関係で、周りを見る。脇見

運転を原因とする事故が多い。中でも、女性が

多いといえます。

追突事故、交差点での信号無視、一時停止違

反等による出会い頭の事故等、８割が交差点、

交差点付近で発生しています。

年齢的には、特に高齢者が多いということも

無く、若者、30歳代、50歳代の事故が多い。

（2）事故防止対策

事故防止に特効薬というものが無いので、一人

一人が安全運転に心がけてもらえるように地道に

努力している。皆様も安全運転に努めて欲しい。

3 飲酒運転について

（1）罰則

飲酒運転をはじめ、悪質、危険な運転行為を

した者等に対し強化された罰則について情報の

提供を頂きました。

（2）危険性

飲酒による反応時間の遅れ、視力低下、眠気

等、運転に重要な各種機能低下による危険性の

認識は忘れたくありません。飲酒運転による事

故の責任は、重大です。

（3）危険運転致死傷罪

飲酒等により正常な運転が困難な状態で運転を

し、人を負傷、死亡させた場合に適用される刑法

第208条の2「危険運転致死傷罪」が平成13年

12月5日公布、同年同月25日に施行されました。

これにより、飲酒運転による致死傷には、刑

法第211条の業務上過失致死傷（5年以下の懲

役、禁固、50万円以下の罰金刑）でなく、危険

運転致死傷罪で死亡事故１年以上の有期懲役、

負傷10年以下の懲役という『懲役刑』が問われ

ることとなりました。

（4）事故事例

駅周辺の駐車場に通勤車を止めていると都内

通勤者が、通勤帰りに飲酒をして運転し、帰宅

中に交通事故を起こす事例も多い。

飲酒運転者とともに同乗者等の責任も考えら
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れる。教唆、幇助等、運転者以外でも責任を問

われるべきものです。

飲酒運転は、絶対にしない、させない。飲酒

運転追放にご協力をお願いします。

10/ 7 第462回／埼玉GH／PM7:00 卓話

10/14 第463回／埼玉GH／PM7:00 卓話

10/21 第464回／埼玉GH／PM7:00 卓話

10/28 第465回／安養院／PM7:00 移動例会

竹中俊吾様(本庄RC) 今夜はお世話になります。

武井包光様 〃　　　　　　　〃

下山正男様 〃　　　　　　　〃

岡芹正美様 〃　　　　　　　〃

根岸良行会長　本庄警察課長・皆川幸夫様、本

庄RC竹中俊吾様、武井包光様、

下山正男様、岡芹正美様本日は

ようこそお出で下さいました。

長沼　章幹事　本庄RCの皆様、メークアップあ

りがとうございます。皆川課長、

本日はありがとうございました。

山田勝治会員　　　　　　　　〃

星野栄一会員　　　　　　　　〃

星野泰雄会員　欠席続きで申し訳ございません。

中原秀夫会員　所用にて、欠席致します。

堀口孝利会員　仕事の都合で　 〃

佐藤重孝会員　都合により　　 〃
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会員数

31名

出　席

16名

欠　席

15名

萩原史夫出席委員長

Ｍ.Ｕ

5名

出席率

67.77％

例 会 予 定

ニコニコボックス

欠席者のメッセージ


